
平
成
二
十
七
年
八
月
七
日
提
出

質

問

第

三

七

五

号

北
朝
鮮
の
日
本
人
遺
骨
収
集
に
対
す
る
政
府
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

丸

山

穂

高
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北
朝
鮮
の
日
本
人
遺
骨
収
集
に
対
す
る
政
府
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
一
四
年
五
月
二
十
九
日
に
政
府
は
日
本
人
拉
致
被
害
者
を
再
調
査
す
る
こ
と
で
北
朝
鮮
と
合
意
し
た
と
発
表
し
、
日
朝

両
国
政
府
の
合
意
文
書
が
公
表
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
北
朝
鮮
は
拉
致
被
害
者
等
を
含
む
全
て
の
日
本
人
に
関
す
る
調
査
を
包

括
的
か
つ
全
面
的
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
北
朝
鮮
側
が
特
別
の
権
限
が
付
与
さ
れ
た
特
別
調
査
委
員
会
を
立
ち
上
げ
て
調
査

が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
二
〇
一
五
年
七
月
二
日
に
北
朝
鮮
か
ら
調
査
報
告
を
延
期
す
る
連
絡
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ

う
な
中
、
同
年
七
月
二
十
一
日
付
の
産
経
新
聞
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
政
府
が
北
朝
鮮
と
拉
致
問
題
と
と
も
に
交
渉
し
て
い
る
終

戦
前
後
に
北
朝
鮮
で
埋
葬
さ
れ
た
日
本
人
の
遺
骨
収
集
で
、
北
朝
鮮
側
が
返
還
費
用
の
上
乗
せ
を
日
本
に
要
求
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
、
以
下
の
質
問
を
す
る
。

一

前
記
の
報
道
内
容
は
事
実
か
。
事
実
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
経
路
を
通
じ
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
要
求
さ
れ
て
い
る
の

か
。
具
体
的
な
回
答
を
求
め
る
。

二

米
国
は
朝
鮮
戦
争
中
に
行
方
不
明
と
な
っ
た
数
千
名
の
米
兵
の
遺
骨
捜
索
を
支
援
す
る
た
め
に
、
一
九
九
六
年
か
ら
二
〇

〇
五
年
ま
で
の
間
、
二
〇
五
〇
万
ド
ル
を
北
朝
鮮
に
提
供
し
て
い
る
。
報
道
に
よ
れ
ば
北
朝
鮮
の
遺
骨
収
集
事
業
で
米
国
が

朝
鮮
戦
争
で
戦
死
し
た
米
兵
士
の
遺
骨
に
一
柱
二
万
ド
ル
を
支
払
っ
て
お
り
、
日
朝
両
政
府
は
水
面
下
の
交
渉
で
米
国
の
例

一



を
基
準
に
し
て
い
る
と
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
日
本
政
府
も
こ
の
よ
う
な
基
準
を
取
る
の
か
。
回
答
を
求
め
る
。

三

北
朝
鮮
の
要
求
は
、
外
貨
獲
得
の
上
積
み
を
目
指
す
こ
と
、
ま
た
交
渉
の
焦
点
を
拉
致
問
題
か
ら
日
本
人
遺
骨
収
集
問
題

に
ず
ら
す
狙
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
〇
一
四
年
七
月
一
日
の
日
朝
政
府
間
協
議
に
お
け
る
北
朝
鮮
側
か
ら
の
特
別
調

査
委
員
会
の
説
明
に
関
し
、
同
年
七
月
三
日
に
日
本
の
外
務
省
が
発
表
し
た
「
特
別
調
査
委
員
会
に
関
す
る
北
朝
鮮
側
か
ら

の
説
明
概
要
」
で
は
、
特
別
調
査
委
員
会
に
設
置
さ
れ
た
四
つ
の
分
科
会
に
つ
い
て
、
拉
致
被
害
者
に
関
す
る
分
科
会
を
最

初
に
記
載
し
て
い
る
。
し
か
し
、
北
朝
鮮
の
国
営
通
信
社
で
あ
る
朝
鮮
中
央
通
信
が
同
月
四
日
に
配
信
し
た
、
特
別
調
査
委

員
会
の
概
要
及
び
活
動
開
始
を
伝
え
る
記
事
で
は
、
日
本
人
遺
骨
問
題
に
関
す
る
分
科
会
が
最
初
に
記
載
さ
れ
、
拉
致
被
害

者
に
関
す
る
分
科
会
は
三
番
目
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
特
別
調
査
委
員
会
の
分
科
会
に
関
す
る
記
載
順
が
日
本
と
北
朝
鮮
の

間
で
異
な
っ
て
お
り
、
認
識
の
違
い
を
正
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
日
本
側
の
主
張
が
達
成
さ
れ
な
い
今
日
の
調
査
進
捗

状
況
に
至
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
政
府
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
北
朝
鮮
政
府
に
対
し
改
め
て
記
載
順
の
認
識
確
認
を
し
な

い
の
か
。
回
答
を
求
め
る
。

四

三
に
お
い
て
、
記
載
順
の
認
識
確
認
を
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
必
要
と
し
な
い
理
由
は
何
故
か
。
具
体
的
回
答
を

求
め
る
。

二



右
質
問
す
る
。

三


